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① 成年後見制度について  
 

2000年4月1日 禁治産・準禁治産制度→成年後見制度へ移行 
 
   法定後見（補助・保佐・後見）と任意後見の2本柱 







後見申立件数 

資料：最高裁判所事務総局家庭局 
成年後見関係事件の概況より抜粋 



申立人と本人の関係 資料：最高裁判所事務総局家庭局 
成年後見関係事件の概況より抜粋 



申立の動機 資料：最高裁判所事務総局家庭局 
成年後見関係事件の概況より抜粋 



後見人と本人との関係について 資料：最高裁判所事務総局家庭局 
成年後見関係事件の概況より抜粋 



後見人と本人との関係について 資料：最高裁判所事務総局家庭局 
成年後見関係事件の概況より抜粋 



後見人と本人との関係について 資料：最高裁判所事務総局家庭局 
成年後見関係事件の概況より抜粋 



成年後見監督人等が選任された事件数 

後見開始の件数  約39,000件（令和6年度） 
うち監督人が選任された件数 約1,300件   約 3.4％ 

資料：最高裁判所事務総局家庭局 
成年後見関係事件の概況より抜粋 



成年後見制度の利用者数 資料：最高裁判所事務総局家庭局 
成年後見関係事件の概況より抜粋 



② 法定後見の種類  

後見3類型 後見 保佐 補助 

対象者 
精神上の障害により事理を弁識する
能力を欠く常況にある者（民法7条） 

精神上の障害により事理を弁識する能力が
著しく不十分である者（民法11条） 

精神上の障害により事理を弁識する能
力が不十分である者（民法15条1項） 

具体的には 
判断能力が欠けている 
日常の買い物も1人では難しい 
家族の名前がわからない 

判断能力が著しく不十分な方 
日常の買い物は1人でできるが、高額な 
買い物や重要な財産管理は難しい 

判断能力が不十分な方 
財産管理は1人でできるかもしれないが、
不安がある 

支援する人 
（家庭裁判所で 
選任される） 

成年後見人 保佐人 補助人 

代理権 本人が行うすべての法律行為 
本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が 
定めた法律行為 

本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が
定めた法律行為 

同意権 
取消権 

日常生活に関する行為以外のすべて
の法律行為について取消権がある 
同意権はない 

法律上定められた重要な行為及び家庭 
裁判所が定めた法律行為 

本人の同意を得たうえで、家庭裁判所が
定めた法律行為 

申立できる人  
 本人・配偶者・4親等内の親族 

検察官・市町村長など 
 左に同じ 

左に同じ 
（ただし、本人の同意が必要）  

資料①参照 



③ 法定後見申立ての流れ 



①本人の判断能力、日常生活の状態、経済的な状態をできる範囲把握し 

 整理する。 

②家庭裁判所で説明を受け、申立ての手引きと必要書類をもらう。 

③家庭裁判所からもらった「診断書」を、医師に渡して書いてもらう。 

④福祉関係者に本人の生活状況に関する「本人情報シート」をわたして 

 作成してもらう。 

⑤そのほかの書類を記入し、必要なものを集める 

⑥本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる 

⑦申立てができる人は、本人、配偶者、４等内の親族、市町村長・検察官など 

成年後見の申立てについて 
資料②参照 



四親等内の親族 



④ 任意後見制度について 



①現在、判断能力がある人が、将来、能力が低下した時に、誰に支援して 

 もらうのか、また、どのような支援をしてもらうのかを決める。 

②本人と頼む人（任意後見受任者）が一緒に公証人役場に行き、任意後見 

 契約書を公正証書で作成する。 

 将来、判断能力が低下した時に、公正証書で定めた内容の支援を受ける。 

③本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の 

 申立をする。（申立人は、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者） 

④任意後見監督人が選任されたら、任意後見受任者が「任意後見人」となって 

 支援を開始する。 

⑤代理権・報酬・任意後見契約の終了・法定後見との関係について 

任意後見 利用までの流れ 



資料③参照 
⑤登記事項証明書について 



 

もしものときに備 えておきたい契 約 

 

 

 

 

    現在      入院・病気    認知       大往生 

 

判断能力あり 判断能力なし 

見守り契約 
財産管理の 

委任契約 
任意後見契約 

死後事務の 

委任契約 

遺言の執行 

相続手続き 遺言書の作成 



見守り契約 

  ①定期的な連絡、コミュニケーションを目的とする  

  ②契約内容は自由に決められる 

   例えば、「週1回は電話で連絡」 「月に一度は直接面会」など 

  ③お互いの信頼関係を構築できるメリットがある 

  ④一人暮らしや身寄りがない方が専門家と契約することが多い 

財産管理の委任契約 

  ①日常的な預貯金の管理・代理契約 

  ②任意後見契約との違い 

  ③契約のメリットとデメリット 

⑥見守り契約と財産管理の委任契約 



死後事務委任契約 

  ①本人が亡くなったあとのサポート契約  

  ②主に一人暮らしの方や身寄りのない方が、 

   葬儀・火葬・納骨等、死後の事務手続きについて 

   あらかじめ契約しておくことが多い 

遺言 

  ①自分の財産を誰に相続させたいか遺言することで実現可能 

  ②遺言の種類について 

  ③遺留分について 

⑦死後事務委任契約と遺言 







相続人はだれですか？ 

   法定相続人 

 

配偶者 

（常に相続人） 

＋ 

第1順位 子・孫 

↓ 

第2順位 父・母 

↓ 

第3順位 兄弟姉妹 

 



遺言について 

1  遺言の種類 

 ① 公正証書遺言 

 ② 自筆証書遺言 

 ③ 秘密証書遺言 ～ あまり使われていません 

2 遺言のメリット 

 ① 相続手続きの負担が軽くなる 

 ② 相続争いを防ぐ一助となる 



遺言書があるときに、最低限 請求できる割合のことです 
  （遺留分を請求できると知ってから1年以内、 
   知らなくても相続時から10年で時効消滅します） 

父 母 

長男 次男 

たとえば、相続人が母と子供2人の場合 
お父さんが遺言で「お母さんに半分、長男に半分相続させる」 
遺言を残していても、次男には法定相続分（4分の1）の半分の 
権利があります。つまり、次男は、お父さんの財産の8分の1を 
遺留分として、長男に請求することができます。 

遺留分ってなんですか？ 



夫 
（死亡） 

妻 

父 
（死亡） 

母 
（死亡） 

遺留分について 

遺留分なし 遺留分なし 

夫が亡くなり、相続人が妻である配偶者と 
兄弟姉妹の場合、夫の兄弟姉妹には 
遺留分はありません 

兄 姉 

子供なし 

子どもがいないご夫婦は、お互いのために 
必ず遺言書を作成することを、おすすめします 



     ⑧成年後見制度の見直しに向けた検討  

令和6年1月 





行政書士って何をする人？ 

司法書士 
登記 

簡易訴訟など 

税理士 
税金や 

税務相談など 

土地家屋調査士 

測量・境界線の
調査など 

社会保険労務士 
年金手続き 
労働相談など 

弁護士 
訴訟 

法律問題など 

弁理士 
特許・意匠権 
商標登録など 

・相続・遺言 

・契約書類 

・許認可申請 

・ビジネスや 
暮らしに関する 
書類作成など 

行 政 書 士 は 、 い つ も 身 近 な 相 談 相 手 で す 

 行政書士 

・後見サポート 



困ったときは どうすればいいですか？ 

・お一人暮らしで身寄りのない人がいる 

・相談したいことがある 

・手続きのやり方がわからない 

・自分でするのは難しい などなど・・・ 

    ご相談は無料ですので、 

    困ったときは、気軽に相談してください。 

NPO法人 ひろしま相続・後見サポートセンター所属  

 広島市安佐南区高取南2丁目27‐8 （平和台団地） 

 行政書士 芳村香於里  電話 082-962-0222 

 携帯 080-4261-8828 ←こちらへどうぞ 


